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早出させた場合の労働時間と休憩時間について

昼の休憩時間を 1 時間未満に設定している会社は､通算労働時間 8 時間を超えて残業させる場合､追加の休憩時間が

必要になることにご注意ください。

❶ 休憩時間は､労働時間の途中に与えなければなりません。

❷ 休憩時間は､一斉に与えなければなりません。（一部業種と労使協定による例外があります。）

❸ 休憩時間は､自由に利用させなければなりません。（一部例外があります。）
❶～❸の事項に違反しても罰則があり､6 か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金の刑罰が科される可能性があります。

2019 年 11 月 11 日付労働新聞にて「早出残業させたら休憩不足？」という記事がありました。今回はその記

事を参考にして早出させた場合の残業時間と休憩時間について､例を用いてご説明します。

　※以下のように､通常 9 時に始業し､途中 12 時から 12 時 45 分まで昼休憩があり､終業が 17 時 45 分の会社とします。

では､始業時間より 2 時間早く出勤し､業務を開始した場合､　❶残業開始時間　❷休憩時間　は､どのよう考えれば良いので

しょうか。

❷ 休憩時間⇒ 労基法で労働時間が 6 時間を超える場合に少なくとも 45 分､8 時間を超える場合に､労働時間の途中に少なく

　 とも 1 時間与えなければなりません。上記､事例ですと､早出から終了時刻までの実労働時間が８時間を超えますので 1 時間

　 の休憩が必要となり､昼休憩 45 分の他に 15 分の休憩を与えなければなりません。ただし､この追加の 15 分の休憩は､通算

 　の実労働時間が 8 時間を超えた段階で付与義務が発生しますので､図 A のように終業時間の 17 時 45 分までに与えれば

　 法的な要件を満たします。

 　図 B のように早出して 2 時間就業後､始業時間の 9 時から 15 分の休憩を与えても構いません。

❶ 残業開始時間⇒ 通算の実労働時間が 8 時間を超えた時点で､それ以降の時間帯が時間外労働となります。

　 休憩時間は労働時間ではありませんので､図 A だと 15 時 45 分以降､図 B だと 16 時以降が残業時間になります。
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